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障害者雇用に係る税制の特例 

 

１．所得税・法人税の特例（国税） 
 

税制の特例措置の

概要 

障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却 
 
普通償却限度額の２４％（建物３２％）の割増償却が出来る（取

得の日から５年間） 

適用要件 

１ 障害者を５０％以上又は障害者を２５％以上かつ２０人以上

雇用（＊） 

２ その年又はその前５年以内の各年において取得、製作、建設

した機械・設備等 

適用年限 時限措置（平成１９年３月まで延長済み） 

対象となる障害者

の範囲 

○ 身体障害者 

○ 知的障害者 

○ 精神障害者 

（＊）は短時間労働者を除く重度障害者は１人を２人として計算し、精神障害者である短時間労働

者は１人を 0.5 人として計算する。 

 

２．不動産取得税・固定資産税の特例（地方税・都道府県税） 
 

税制の特例措置の

概要 

障害者を多数雇用する事業主に係る不動産取得税・固定資産税の

課税の特例 
 

不動産：価格の１／１０に相当する額に税率を乗じて得た額を税

額から減額 
 

固定資産：価格の１／６に相当する額に税率及び心身障害者雇用

割合を乗じて得た額を税額から減額（取得後５年間） 

適用要件 

１ 障害者を２０人以上雇用（＊） 

２ 雇用割合が５０％以上（＊） 

３ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給して平成

１９年３月３１日までの間に取得した事業用施設（作業の用に

供するものに限る。） 

適用年限 時限措置（平成１９年３月まで延長済み） 

対象となる障害者

の範囲 

○ 身体障害者 

○ 知的障害者 

○ 精神障害者 

（＊）は短時間労働者を除く重度障害者は１人を２人として計算し、精神障害者である短時間労働

者は１人を 0.5 人として計算する。 
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